
 

 

 

2020 年 5 月 1 日  

株式会社エネアーク関東  

 

新型コロナウイルスにより、様々な影響を受けている皆さまに心よりお見舞い申し上げます。 

 

 株式会社エネアーク関東（社長：関谷 賢二）は、3月 30日に「新型コロナウイルス感染拡大に伴

うガス料金及び電気料金等の特別措置について」公表しましたが、この度、政府の緊急事態宣言発令

を受けた経済産業省の要請を踏まえ、支払い猶予期間の対象月の拡大を実施いたします。 

 

１．ガス料金および電気料金等の追加事項 
 

  2020年 5月検針分のガス料金および電気料金等の支払期限日について、支払期限日＊１をそれぞれ

１ヶ月間延長いたします。 

 

２．今回の措置を適用させていただくお客さまについて 

上記 1.の、措置は、以下の①、②、③を全て満たすお客さまに適用させていただきます。 

① 当社とガスまたは電気の供給について契約されているお客さま 

② 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活福祉資金貸付制度＊２の貸付がなされている

お客さま、または、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業・失業等により一時的にガス

料金または電気料金の支払いが困難であると当社が判断するお客さま 

③ 当社にお申し出のあるお客さま 

 

３．お申し出受付開始日 

2020年 5月１日（金）～ 
 

*１ 支払期限日 

支払義務発生日の翌日から起算して 30日目をいいます。 
*２ 生活福祉資金貸付制度 

    各都道府県社会福祉協議会が、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業等によ

り生活費の貸付けが必要な世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う制度（2020

年 3月 25日に受付が開始される新型コロナウイルス感染拡大の影響による緊急小口資金・総合

支援資金の貸付制度） 

 

４．お申し出先 

 
以上 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う 

ガス料金および電気料金等の特別措置の追加対応について 


